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異常通報で対応した採卵鶏 2 農場の概要と改善指導 

 
会津家畜保健衛生所 ○星陽子 横山浩一 

 
1 はじめに 
 福島県会津地方では、100 羽以上の家きんを飼養する農場は 14 戸と少なく、その

うち 8 戸は 1,000 羽未満の採卵鶏農場である。令和 6 年度、2 農場（A 農場及び B 農

場）にて死亡羽数増加通報をきっかけとした疾病対策指導を実施したので、紹介す

る。 
 
2 A 農場で発生した疾病 
 A 農場は農場主手作りの鶏舎（成鶏舎 8
棟、育雛舎 1 棟）で採卵鶏を約 800 羽飼養し

ている。初生雛を導入し自家育成している

が、農場のこだわりとして「飼料・敷料は無

農薬素材」「医薬品不使用」の自然派農法を

推進しているため、ワクチンや消毒薬の使用

に対しても否定的であった。また、床は土間

構造であり、自然派農法の一助である「発酵

菌層の利用」により、空舎時においても床材

の交換や消毒を実施せず初生雛を導入して育

成していた。（図 1） 
 養鶏業開始当初、農場での育成・採卵とも

に順調であったが、10 年以上経過して雛の育

成に不調が認められるようになった。令和 5
年は 3 回の導入のうち、1 回目（3 月）・2 回

目（6 月）で 14 日齢頃から死亡が増加する

傾向があり、3 回目（9 月）では急激な死亡

羽数増加が認められたことから家保に通報が

あった。病性鑑定の結果、鶏回虫症とコクシ

ジウム症と診断され、家保が指導を実施した

が、続く令和 6 年 1 回目の導入（5 月）では

前回を大きく超える死亡羽数増加により再び

家保に通報があり、病性鑑定の結果、前回と

同様に鶏回虫症とコクシジウム症であること

が判明した。（図 2） 
管理獣医師はおらず、養鶏に関し気軽に相

談できる相手がいなかったこと、鶏舎間での

長靴共用や設備の洗浄消毒未実施など飼養衛

＜図 1＞ 

＜図 2＞ 

＜図 3＞ 
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生管理基準の対応に不備があったこと、空舎

となった鶏舎にそのまま初生雛を導入してい 
たことなどから、長年の飼養管理により病原

体が鶏舎の土間に蓄積し、農場主の長靴を介

して汚染が拡大している懸念が浮上した。（図

3） 
 そこで、発症鶏群への対応を第一に、臨床

獣医師処方の下、薬剤の投与を実施し、鶏舎

床材の全面交換を指示した。併せて、鶏舎毎

の靴交換徹底、コクシジウムに効果のある消

毒薬を用いた踏込消毒槽の設置、鶏舎や給餌

給水設備の洗浄・消毒等を指導した。（図 4） 
薬剤使用への抵抗感も含め、農場主は火炎

消毒に意欲的であったたため、新たに雛を受

け入れる鶏舎に関しては雛受け入れ前に土間

の表土剥ぎを実施した上で床面を撹拌しなが

ら火炎消毒を複数回行い、消石灰を散布した

のちブルーシート敷設、消毒済みのチックガ

ードを設置して敷料を搬入した。なお、鶏舎

は１棟二区画であり、片方の区画には成鶏が

飼育中であったため、病原体汚染を最小限に

する目的で区画間にコンパネ等の仕切りを設

置することや、チックガードは成鶏から最も

離れた場所に設置することなどを助言した。

（図 5） 
 対策実施後の令和 6 年 2 回目の導入（7
月）では 45 日齢時点育成率 95％、3 回目の

導入（10 月）では同日齢時点育成率 100％で

あり、対策実施前と比較して育成率は大きく

上昇した。農場主も結果に満足するとともに

衛生意識が大きく向上し、現在も家保の指導

に対し柔軟に取り組んでいる。（図 6） 
 
3 B 農場で発生した疾病 
 B 農場は公的教育機関で、ウインドレス鶏

舎 1 棟で採卵鶏最大 840 羽をケージ飼養して

いる。ワクチン接種済みの大雛を導入し、1
ケージに 2 羽を収容、約 2 年間飼育するが、

一年ごとに鶏の半数を入れ替える経営で空舎

期間が存在しないと同時に、鶏舎は排水設備

＜図 4＞ 

＜図 5＞ 

＜図 6＞ 

＜図 7＞ 
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が無い構造のため鶏舎建設以来一度も水洗・

消毒をしたことが無い状況であった。（図 7） 
 令和 6 年 5 月、家保の定期立入時に異状を

確認した。貧血個体（鶏冠の退色）多数、死

亡個体及び沈鬱個体も散見され、ケージの周

囲にはワクモの集簇を多数確認した。鶏卵生

産量は前月と比較して低下しており、血液検

査ではヘマトクリット値 13～26 と低値で、

血液塗抹では網状赤血球を認め、再生性貧血

像と確認されたことから、総合的にワクモの

吸血被害と判断した。（図 8） 
 農場ではこれまでもワクモを見かけること

はあったとのことだったが、「今年は劇的に

多い」との声があり、直ちに対策を指導し

た。衰弱鶏は空いたケージに緊急避難するこ

と、物理的にワクモを除去することを優先と

し、適切な薬剤散布方法や段ボールトラップ

の設置、記録の整備などを指導した。長期に

わたる対応が必要な旨を十分に説明し、定期

的に家保と農場でミーティングを実施しなが

ら対策を継続した（図 9）。 
 結果、ワクモの数は一時的に激減したもの

の、ワクモの特性上、増減を繰り返した。根

本的な原因であるオールアウト不可の導入計

画（半ロット入れ替え制）や水洗不可の鶏舎

構造（排水先がない）などがワクモ対策の足

枷になっていたが、当該農場は公的機関であ

るため大きな計画変更は前年度からの予算確

保等が必要である。それを踏まえ、次年度に

向けた助言を継続指導した。（図 10） 
 しかしながら、令和 6 年 12 月、死亡羽数

増加で家保へ通報があった。現場にて家保が

鶏痘様症状を確認し、病性鑑定を実施したと

ころ、鶏痘と診断された。（図 11） 
農場稟告によると、11 月中旬頃から鶏舎の

南側で鶏痘様症状が認められ死亡羽数が増加

し、12 月にかけて発症の範囲が北側へ広がる

とともに死亡羽数がさらに増加したとのこと

であった。当時、当該農場には導入時期の異

＜図 8＞ 

＜図 9＞ 

＜図 10＞ 

＜図 11＞ 
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なる 2 ロットの鶏が存在し、鶏痘を発症した

のは古ロットの鶏のみで、新ロットの鶏は無

症状であった。（図 12） 
2 ロットともワクチンプログラムは同一で

鶏痘ワクチンは 7 日齢 1 回接種のみであった

ことや、ワクモの集簇が多数確認されたこと

から、ワクモによる鶏痘ウイルスの機械的伝

搬があった可能性を探るため、ワクモからの

鶏痘ウイルス PCR 検査を実施した。結果は

陽性であったことから、本事例はワクモによ

る吸血ストレス、機械的ウイルス伝搬、ワク

チン免疫低下といった複合的要因で死亡が増

加したものと推察された。（図 13） 
農場はワクモと鶏痘の被害を経験したこと

で以前より頻回な清掃や鶏舎入口の交差汚染

対策を実施するなど、衛生意識がさらに向上

した。さらに、次年度は空舎期間を設けるべ

くオールアウト、洗浄消毒後の鶏導入を計画

しているほか、導入羽数を減らし 1 ケージ 1
羽収容に変更することで飼育密度及びストレ

スを緩和する等、アニマルウェルフェアに配

慮した内容となっている。また、ワクモ駆除

剤は耐性化が懸念されるため、今後も家保と

密に連携しながら教育機関としての役割を果

たす予定である。（図 14） 
 
4 まとめ 
 A 農場は経営のこだわりが強い中、鶏回虫

症とコクシジウム症を発症し、雛の育成に頭

を悩ませていたが、家保の指導に柔軟に対応

した結果、育成率改善と衛生意識の向上に繋

がった。B 農場はワクモと鶏痘を経験し、家

保の指導のもと対策を継続しながら、次年度

への計画変更に大きく舵を切ることができ

た。 
 養鶏を始め畜産業界は資材費の高騰が著し

く、疾病発生と対応遅延による生産性低下は

即、農場の所得低下に繋がってしまう。家保

として飼養衛生管理徹底を指導・助言し、農

場の生産ロスを最小限に抑える取組みを今後も継続したい。（図 15） 

＜図 12＞ 

＜図 13＞ 

＜図 14＞ 

＜図 15＞ 
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赤玉卵の色褪せ等を認めた養鶏場のワクモ対策 
中央家畜保健衛生所 ○穗積愛美 

 
1 はじめに 

ワクモは鶏に寄生し吸血するダニの一種で、重度に寄生すると貧血や体重低下をお

こし死亡に至ることもある。鶏にストレスを与え、飼料摂取量の減少、産卵率、卵重、

卵質の低下など、経済的被害が大きい。近年では、温暖化や鶏舎が一年を通して暖かい

環境で、冬期も激減せず通年被害が発生している。また、市販の駆除剤に対する耐性が

問題となってきている。今回、赤玉卵の色褪せが顕著なワクモ被害の事例があったの

で、紹介する。 
2 発生の概要 
 農場は管内の採卵鶏農場で、セミウインドウレス鶏舎 4 棟で約 36,000 羽飼養。飼養

形態は、雛段 3 段ケージが 4 列で、築 20 年以上のやや古い構造であり、以前よりワク

モ対策には苦慮。品種はボリスブラウン、ジュリアライト、マリアを飼養。初生雛から

自家育成しており、卵は農場併設の GP センターにインラインで出荷し、自家販売及

び卸売販売。作業者は 4 人で、内 1 人は GP 作業のみに従事。 
 令和 3 年 10 月、3 号舎（ボリスブラウン、212 日齢）の卵の色が褪せている（図 1）、
と農場主から連絡。詳細は、4～5 日前から色褪せが目立ち始め全体の約 20％になっ

た、卵の大きさも全体的に小さくなっている、産卵率はやや低下傾向であるが、死亡数

や元気・食欲に異常はなく、同様の品種・管理の 1 号舎（397 週齢）の卵に異常はな

い、との内容。なお、追加の聞き取りで、一部鶏の鶏冠に退色があり（図 2）、埃がた

まりやすい柱周辺に多い傾向であることが判明。赤玉卵の色褪せは主に加齢により起

こるものであるが、ストレスや IB、EDS 等の疾病やワクモによる影響で起こることも

あると報告があり、今回は、状況からワクモの影響と判断。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 色褪せした赤玉卵      図 2 鶏冠の退色 
令和 3 年 10 月、11 月の日ごとの産卵率と破卵率をグラフで示す（図 3）。なお、色

褪せ卵を数えたデータはないが、色褪せ卵も破卵と同様に卵殻質の低下により起こる

ため、破卵率と同様に推移したと考え、破卵率＝色褪せ卵率として扱った。家保に連絡

があった日のうちに、卵の使用禁止期間 0 日の駆除剤を緊急的に散布したが、産卵率、

破卵率の回復まで約 35 日を要した。 
今回の損害状況把握のため、産卵率、破卵率の回復までに要した日数を 35 日、その

間の破卵率を平均 10％、産卵率低下による卵の減少を 1 日 200 個、卵重の低下をおお
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よそ 1 サイズとして 5.5g 減で１個あたり 55g、R3.10 たまごの相場を 1kg あたり 213
円、殻付き食用卵として出荷される正常卵と破卵、色褪せ等加工用卵として出荷され

る格外卵の１kg あたりの差額を 100 円、1 鶏舎に使用した駆除薬 1.75 本×3 万円と

して算出。合計約 62 万円の損害となった（図 4）。 

  
図 3 産卵率、破卵率          図 4 損害額 

今回の被害について原因を考察。鶏舎

ごとに使用した駆除剤と時期を表に示す

（図 5）。ボリスブラウンを飼養していた

のは 1 号舎と 3 号舎で、アウト時の使用

薬剤が異なった。また、4 月に農場全体で

ワクモ被害があり、特に被害が大きく、6
月も被害があった 2 号舎で使用していた

薬剤がフェニトロチオンであったことか

ら、薬剤耐性が疑われた。 
                    図 5 使用した駆除剤 
3 対策と成績 

これまでの対策は、鶏舎単位のオールインオールアウト、アウト時の鶏舎洗浄及び

ワクモ駆除剤の散布、ワクモの被害が出たときの駆除剤散布であった。鶏舎洗浄後の

駆除剤が不適切であった可能性、被害が

明確になってからの薬剤散布となり時

機を逸した反省点を踏まえ、①駆除剤の

適切な選択、特にフェニトロチオンは当

面使用しないこと、②前年被害が出た 4
月、10 月の前など、ワクモ増殖のタイミ

ングを見極めた駆除剤を使用すること、

③鶏舎の自動給餌機にハケを設置する

ことによる塵埃除去を追加した。摩耗し

てハケの役割を果たしていなかったも

のを新しいものに付け替え、埃が取れる

ようになった（図 6）。         図 6 自動給餌機へのハケ設置前後 
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対策後の成績を月ごとに表に示した（図

7）。入雛からアウトまでの生産サイクルの

中で、ワクモ被害から回復した後は、特に

目立った被害なく推移。駆除剤の使用は、

耐性が疑われるフェニトロチオンの使用は

避け、スピノサドを中心に早めの散布に努

めた。 
4 問題点と対策変更及び成績 

対策を追加したが、自動給餌機へのハケ

の設置で埃が取れる範囲は限られており、  図 7 対策後の成績と使用駆除剤 
令和 4 年 4 月にベテラン従業員が退職し、人手不足でマメな清掃が困難で、ケージ下

や集卵ベルト下などは埃がたまりやすい環境にあった。また、鶏舎内の温度は通年ワ

クモが増殖可能であり、増殖するタイミングの見極めが困難であるという問題点が露

見。そこで、ハケの設置は継続し、ワクモの増殖にかかわらず 1～2 ヵ月ごとに薬剤を

散布するように変更、アウト時には、鶏舎洗浄前と洗浄後の 2 回薬剤を散布するよう

に変更した。 
 対策変更後の成績を月ごとに示した（図 8）。生産サイクルの中、大きな産卵率の低

下や破卵率の上昇はなかった。駆除剤の使用は、アウト時には、鶏舎洗浄前にプロポク

スル、洗浄後にスピノサドを使用し、定期的に散布した。しかし、令和 5 年にスピノ

サドが終売となり、カルバリル、プロポクスルのカーバメイト系の使用が増えており、

新たな薬剤耐性が懸念される（図 9）。 

  

 図 8 対策変更後の成績        図 9 対策変更後の使用駆除剤 
5 まとめ 

赤玉卵の色褪せ等が発生した農場で、ワクモの影響と判断し対策を実施。収束まで

には 1 ヵ月以上を要し、損害額は約 62 万になった。塵埃除去や適切な薬剤散布に努

め、その後目立った被害はなく生産サイクルを終えた。ワクモ対策には、薬剤散布や物

理的除去、熱による殺滅など組み合わせて行うことが有効だが、本農場では、人手不足

で薬剤散布に偏りがちになっている。さらに、有効な薬剤の販売終了もあり、今後新た

な薬剤耐性も懸念され、ワクモ重度寄生農場での対策の難しさを実感した。今後も、ア

ウト時の清掃や洗浄の徹底、定期的なほこりの除去を行った上での、適切な駆除剤の
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使用を継続して指導する。加えて、空舎期間の延長や高温洗浄を提案し、農場の成績向

上に寄与したい。 
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Avibacterium endocarditidis の関与が疑われた鶏の顔面腫脹事例  
 

中央家畜保健衛生所 ○神川綾香、稲見健司  
 
１ はじめに  

鶏の 顔 面 腫 脹 を 示 す主 な 伝 染病 と し て伝 染 性 コリ ー ザ （ IC） があ り 、

Aviumbacterium paragall inurum（以下、 Apg）によって、典型的な顔面

腫脹の他には流涙、鼻汁などの呼吸器症状、産卵停止などがみられる。し

かし、近年は IC ではない顔面腫脹がたびたび集団発生し、その原因とし

てはウイルス、細菌、マイコプラズマ、栄養異常などの複合的な要因があ

るとされ、鶏の頭部腫脹症候群（ swollenhead syndrome, SHS）と総称さ

れている。今回、同定困難細菌の関与が疑われる鶏の顔面腫脹事例に遭遇

したのでその概要を報告する。  
２ 発生概要  

当該農場は会津地鶏を約 700 羽採卵用として平飼い飼養する福祉施設で

ある。令和 6 年 9 月下旬、日齢を問わず複数群の鶏に眼瞼周囲～頬部にか

けての顔面腫脹、眼瞼に乾酪様物付着がみられた他、くしゃみ、流涙、鼻

漏、沈鬱、産卵率の急激な低下等の症状を呈しており病性鑑定を実施した。

当該農場では、IC のワクチンを接種しておらず、発生状況からは伝染性コ

リーザが強く疑われた。なお、疫学情報や発生状況などから、高病原性鳥

インフルエンザは否定した。  
３ 病性鑑定  
（１）病理解剖  

重度の顔面腫脹を呈していた鶏

3 羽を解剖に供した。頭頸部以外の

臓器等 に異 常は見 られな かった。

一方で 顔面 腫脹部 では眼 瞼周囲の

腫脹お よび粘膜の 肥厚が 強くみら

れ、眼 瞼粘 膜面に 乾酪様 物が付着

あるいは充満しており (図 1a)、1 羽

は 両 眼 と も に 角 膜 か ら 眼 球 炎 を 呈

していた。また、流涙や鼻漏に伴い

後 鼻 孔 か ら 口 腔 内 に か け て 膿 性 粘

液が貯留していた (図 1b)。食道粘膜

面では、多発性の粟粒大結節が全羽

で確認された (図 2)。眼瞼の組織学

的検査では、付着した乾酪様物は炎症細胞や細菌などの残渣であること

が観察された。食道粘膜の粟粒大結節は、結節部に一致して粘膜固有層

に炎症細胞残渣及び球菌～桿菌塊が認められた。この結節と同様の病理

 

 

 

 

a b 

図 1： 発 症 鶏  

図 2： 食 道 粘 膜 に 多 発 す る 粟 粒 大 結 節  
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組織像がビタミン A 欠乏鶏群での発生が 2017 年に国内で報告されてお

り [1]、発症鶏群でのビタミン A 欠乏が示唆された。  
（２）ウイルス検査  

解剖鶏 3 羽に対し、鶏伝染性喉頭気管炎ウイルス、鶏痘ウイルス、ト

リメタニューモウイルスの 3 種について PCR を実施したが全検体陰性で

あった。  
（３）生化学検査  

解 剖 お よ び 病 理 組 織 所 見 か ら

ビ タ ミ ン A 欠 乏 が 示 唆 さ れ た た

め、解剖鶏３羽を含む発症鶏 7 羽

と、高病原性鶏インフルエンザモ

ニタリングで令和 6 年 9 月と 10
月の当該農場の 10 羽ずつと、平飼

い採卵鶏の別農場 10 羽の余剰血

清の血中ビタミン A（レチノール

として）を測定した。いずれも遮

光未実施のため参考値であるが、

発症鶏が中央値 12.9 IU/dL、当該農場の HPAI モニタリング鶏では 9 月

26.9 IU/dL、 10 月 41.4 IU/dL であり、対照農場の中央値 251.95 IU/dL
と比較するとかなりの低値であった（表 1）。ビタミン A 欠乏事例では

25.9 IU/dL 未満で起きていた [1]ことから、当該農場全体でビタミン A が

低下または欠乏傾向にあり、粘膜免疫の機能低下が示唆された。  
（４）細菌検査  

まず解剖鶏 2 羽の、脳を除く主要臓器（心臓、肝臓、心臓、脾臓、腎

臓）に対し細菌培養を定法に則り実施したが、有意菌分離陰性であった。

次に、解剖鶏 2 羽と発症生鶏の眼瞼スワブを検体として、V 因子（β NAD）

添加または非添加のチョコレート寒天培地を用い、炭酸ガス・ 37℃で培

養した。24～ 48 時間培養後、遊走菌が混入した 1 検体を除く全ての眼瞼

スワブの培地に同一種とみられる V 因子非依存性グラム陰性桿菌の淡黄

 

表 1： 鶏 の 血 中 ビ タ ミ ン A

 

 

表 2： 分 離 菌 と 他 3 菌 種 の 生 化 学 性 状 比 較  

 
図 3： 発 症 鶏 眼 瞼 ス ワ ブ 懸 濁 液 接 種 培 地 上
で 旺 盛 な 発 育 の 淡 黄 色 コ ロ ニ ー （ チ ョ コ
レ ー ト 寒 天 培 地 ）  
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色コロニーの旺盛な発育を確認した（図 3）。この分離菌に簡易同定キッ

ト（「ニッスイ」HN-20 rapid）を実施し、“ Bibersteinia trehalosi もし

くは Avibacterium gall inarum”との判定結果であったが、相対確率が

それぞれ 79％、21％であり、同定結果としては信頼性が低いものであっ

た。また、その他の生化学性状についても相違点が複数あり（表 2）、さ

らに A. gallinarum 特異 PCR では陽性コントロールと異なる長さのバ

ンドを示したため、同定キットの 2 菌種および Apg を否定した。また、

Apg の特異 PCR を解剖鶏 3 羽に実施した結果、全検体陽性であった。

しかし、培地上では発育が目視で確認できず、 Apg は無症状鶏でも上部

気道などに不顕性感染している場合もあるため [2]、 PCR 陽性がすなわ

ち Apg による病態形成を示すものではないと考えられた。  
ま た 、 解 剖 鶏 3 羽 の 気 管 ス ワ ブ お よ び 眼 瞼 ス ワ ブ を 用 い て

Mycoplasma synoviae 及び M. gallicepticum の分離培養を実施したが、

全検体分離陰性であった。  
以上の細菌検査結果から、本事例の病態には分離菌の関与が強く疑わ

れ た た め 、 16S rRNA の 遺 伝 子 解 析 を 実 施 し た 結 果 、 Avibacterium 
endocardit idis（以下、Ae）と 99.8%一致しており、分離菌を Ae と同定

した。  
この細菌はブロイラーの心内膜炎関連菌として 2007 年に発見された

新種である [3]が、分離例自体が非常に稀であり、病原因子等についても

未解明な点が多い [3,4]。また、本事例と同様に鶏の顔周囲の腫脹症状が

みられた症例報告は、世界的にみても非常に稀であり、国内では 2017 年

に起きた兵庫県の１事例 [5]のみである。  
また、解剖鶏 3 羽の眼瞼および気管のスワブを用い、 Mycoplasma 

synoviae 及び M. gall icepticum の 2 種の鳥のマイコプラズマについて

検査したがいずれも陰性であった。  
さらに、分離した解剖鶏由来と生鶏由

来の分離菌 2 株に対し、薬剤感受性試験

をペニシリン、アンピシリン、セファゾ

リン、カナマイシン、ナリジクス酸、シ

プロフロキサシン、テトラサイクリン、

スルファメトキサゾール・トリメトプリ

ム合剤（ ST 合剤）、クロラムフェニコー

ルの 9 薬剤で実施し（表 3）、管理獣医

師と農場に結果を共有した。原則、採卵鶏には抗菌剤使用はできないが、

農場内の全ロットで発症数が増加しつつあり、それに伴い死亡数も増加

していた。加えて農場側に淘汰に対する強い抵抗感があったことから、

管理獣医師の指示により全ての鶏群へ ST 合剤が投与された。  
 
 

 

 

表 3：薬 剤 感 受 性 試 験
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４ 治療後の立入  
令和 6 年 11 月初旬、治療後の経過観

察のため当所で立入を行った。眼瞼に

乾酪様物が充満し両眼を失明した重症

群約 40 羽は採食困難のため衰弱死し

た。しかし、全体の 2/3 以上を占めて

いた軽症～中等症群はほぼ回復し、数

羽の中等症鶏を残すのみとなり、農場

内の鶏群全体に活力が戻ったことを確

認した。また、投薬後は新たな顔面腫脹

の発症鶏は確認されていないとのこと

であった。  
次に回復鶏群と発症鶏群から各 2 羽ずつ眼瞼スワブを採材し、Ae の発育

量を比較した。回復鶏では Ae に類似したコロニーの発育が観察されずに

環境菌や鶏の常在菌と思われる雑多なコロニーが発育していたのに対し、

発症鶏では Ae が優勢に増殖しており、眼瞼スワブ懸濁液を 100～ 1000 倍

希釈した培地では、発症鶏 2 羽ともほぼ Ae のみが発育していた（図 4）。
回復鶏から Ae が分離されず、発症鶏で有意に発育がみられる点からも、

この病態と Ae の関連性が高いことが示唆された。  
５ 発症要因と Ae の考察  

当該農場は福祉施設であるため、飼養衛生管理の均一化が難しく、本症

例発生後も徐々に感染が拡大し、最終的に全ロットで発症鶏が確認された

ことからも、作業者による病原体の拡散が懸念された。また、血中ビタミ

ン A の低下は廃棄食品や規格外野菜が主な飼料であったため、栄養価が

安定していなかったことによるものと推察された。さらに、当該農場は 40
日齢で導入した後、ワクチン接種を行っておらず、半年に一回程度は死亡

数の増加や産卵率低下などの重篤な症状で立入や病性鑑定を行っている

背景がある。これらの問題を踏まえると、作業者による病原体の持ち込み

やビタミン A 低下、度重なる疾病発生を背景とした感染症への抵抗力低

下から、 Ae による日和見的な発症に至ったと考察した。  
また、今回の細菌検査では、鶏の顔面腫脹や呼吸器症状との関連報告が

複数ある A. gallinarum（旧 Pasteurella gal l inarum）が簡易同定キット

の判 定 候 補 と し て 提 示 さ れ 、 発育 状 況に よ って は判 定 の相 対 確率 が B. 
trehalosi より上位にある場合もあったため、A. gall inarum も疑われたが

PCR で否定された。このことから過去の顔面腫脹や呼吸器症状などの症

例から分離されていた A. gall inarum のうちには、誤同定された Ae が含

まれている可能性も示唆された。  
しかしながら、Ae と顔面腫脹との関連性解明には Ae の病原因子解析や

症例の蓄積が必要不可欠であり、現在、その一歩としてゲノム解析を農研

機構動物衛生研究部門にて実施中である。  

図 4： 回 復 鶏 と 発 症 鶏 眼 瞼 ス ワ ブ 培 地
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６ 指導内容  
考察で挙げた 3 つの発症要因に対しそれぞれ農場へ指導を実施した。  
まず、飼養衛生管理の均一化が困難であるという問題には、農場の特性

上、作業者の技能の程度によらず、作業工程を現行から急激に大きく変更

しないことが求められたため、病原体の持ち込みを可能な限り減少させる

目的では、現在作業者が実施しやすい踏み込み消毒槽での消毒能を上げる

ことが効果的であると考えた。そこで、広範囲の病原体に有効で有機物に

強く、かつ安価で取り扱いも比較的安全である、マイクロパウダー化水酸

化カルシウムと逆性石けんを混ぜたマイクロ Mix 法 [6]の導入を提案した

結果、管理責任者の賛同が得られた。  
次に鶏群全体がビタミン A 低下傾向にあった問題では、当該農場は市販

の人工飼料を成鶏に用いない方針であったため、検査結果指導後に人参や

葉物野菜などのβカロテンを多く含む緑餌の飼料配分が増量された。その

後、令和 7 年 1 月に全鶏舎から 5 羽ずつ採材し、計 15 羽を測定した結果、

令和 6 年 9 月に HPAI モニタリング鶏の中央値 26.9 IU/dL であったのが

中央値 141.1 IU/dL に上昇し改善傾向であったことが確認でき、今後も飼

料全体のビタミン A 含有量に注意するよう指導した。  
そして、40 日齢で導入して以降ワクチンなど未接種であった問題につい

ては、感染症発生による生産性低下や抗菌剤治療による卵の出荷停止など

の経済的損失などを訴えることで、令和 7 年 10 月の導入ロットからはワ

クチン接種済 90 日齢で導入することとなった。  
今後も当該農場への指導を継続し、農場と協力して飼養衛生管理の向上

を目指していきたい。  
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多様な手法による鶏コクシジウム対策とその効果検証 

相双家畜保健衛生所 ○□川優花、鎌田泰之 

 

1 農場概要 

3 万羽規模の肉用鶏農場で、セミウインドレス鶏舎が 3 鶏舎、1 鶏舎あたり約 1 万羽

を飼養する。年 4 回導入し、45～50 日齢で出荷する。当該農場では、令和 5 年よりコク

シジウムが関与した死亡増加の通報が反復発生していた。すべての鶏舎で満遍なく発生

しており、発症はいずれも 30 日齢前後だった。令和 5 年に入雛前の鶏舎水洗消毒方法

を指導したが、発生が継続していた。               
 
2 対策方針 

 発生継続を受け衛生対策を再検討、オーシストを「減らす」「増やさない」の 2 面から

対策を実施することとした。減らす対策では、出荷後の徹底した水洗消毒を行うことと

した。増やさない対策では、入雛後のオーシスト数（以下 OPG）を経時的調査し、OPG
増加前に増加防止対策をとることとした（図 1）。対策の流れは、事前に OPG を経時的

調査し現状把握と分析を行った後、空舎期間の徹底した水洗消毒によりオーシストを減

らし、次のロットで分析に基づいた時期に OPG 増加防止対策を行った。そして同時に、

OPG を再び経時的調査することで対策効果を検証した（図 2）。 

  

          図 1                   図 2 
 
3 減らす対策 

  水洗の徹底として、水洗手順を見直し、水洗済みの箇所に汚れが再付着しない手順に

改めた。改めた手順はマニュアルを作成し、農場及び水洗業者へ説明及び配布し手順を

統一出来る体制を整えた。消毒の徹底として、従来実施していなかった給餌器裏や奥、

チックガード及び前室床の消毒を行い、前室の天井等に付着した埃も清掃した。また、

従来使用していた生石灰乳からドロマイト石灰乳に変更し、金網や床のひび割れにも入

念に塗布した。 

 

4 増やさない対策 
  現状把握と分析として入雛後の OPG を経時的調査した。3 鶏舎において、鶏舎内を目
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測で手前、中央、奥に区画し、5 個ずつ落下糞便を採取、区画ごとにプール糞便にして

OPG を測定した。入雛～出荷まで約 10 日間毎に調査した（図 3）。各区画における OPG
に大きな差はみられなかった。3 鶏舎とも 10～15 日齢では少数だったが、その後増加

し 20～25 日齢でピークを迎え、30 日齢には減少した。死廃率（入雛直後及び出荷時を

除く）は、3 鶏舎とも 35 日齢前後で最も高かった。農場では死廃率が高まった際に投薬

していたが、今回の調査により、投薬時期が OPG のピークが過ぎた後であることがわ

かり、OPG が増加し始める 10～15 日齢に増加防止対策を行う必要があると判明した

（図 4）。 
調査結果より、10～15 日齢に 1 回敷料を追加することで、鶏がオーシストを摂取す

る機会及び量を減らし増加防止を試みた。鶏舎全体ではなく、床をついばみやすい給餌

器と給水器の周囲に追加した。また飼養期間をとおして、長靴による鶏舎内拡散防止の

ためオルソ剤踏込消毒槽を設置し、衣服による鶏舎間拡散防止のため鶏舎専用衣服を着

用した。 

   
                 図 3                  図 4 
 
5 対策効果の検証 
  対策の OPG 減少効果を検証するため、各鶏舎で実施する対策を変えて OPG を経時的

調査した。対策数は、第 1 鶏舎は少なく、第 2 鶏舎は中くらい、第 3 鶏舎は多く実施し

た。第 1 鶏舎の対策前と対策後を比較する

ことで、水洗の徹底、前室等の消毒、オルソ

剤踏込消毒槽、鶏舎専用衣服着用の効果を

検証した。対策後の第 1 鶏舎及び第 2 鶏舎

を比較することで、入念なドロマイト石灰

乳塗布の効果を検証した。対策後の第 2 鶏

舎及び第 3 鶏舎を比較することで、敷料追

加の効果を検証した（図 5）。 

図 5 
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第 1 鶏舎の対策後の最大 OPG は対策前比約 110％であったことから、水洗の徹底等

には OPG 減少効果はなかった。第 2 鶏舎の対策後の最大 OPG は対策前比約 42％であ

ったことから、入念なドロマイト石灰乳塗布には OPG 減少効果があった（図 6）。対策

後の第 2 鶏舎は約 10～20 日齢の間に OPG が約 13 倍増加したが、対策後の第 3 鶏舎で

は 11 日齢に敷料を追加した結果、増加を約 2 倍に抑えられ、敷料追加は OPG 減少効果

があった（図 7）。OPG 減少効果のある対策を実施しなかった第 1 鶏舎では、約 30 日齢

で血便がみられたが、第 2 鶏舎及び第 3 鶏舎では見られなかった。OPG 減少効果のあ

る対策を組み合わせた第 3 鶏舎では、最大 OPG が対策前と比べ最も減少した。 

   
図 6                  図 7 
 

各鶏舎の出荷成績を比較すると、OPG 減少効果のある対策を実施した第 2 鶏舎及び

第 3 鶏舎では、第 1 鶏舎よりも 1 日増体量及び平均体重が増加した（図 8）。ロット別に

比較すると、対策を実施したロットは、対策前のロットよりも 1 日増体量及び平均体重

に加え、育成率も増加したことから生産指数が向上した。特に育成率及び生産指数は、

直近 2 年で最も良い成績だった（図 9）。 

   
                   図 8                                    図 9 
 

商品化重量から導いた売上から飼料代、雛代、対策費を引いて商品化羽数で割り、一

羽あたりの粗利益を算出した。光熱費等は経費に含めず算出した。対策を実施したロッ

トは、対策前のロットよりも粗利益が増加した。鶏舎別に比較すると、すべての鶏舎で
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対策前よりも粗利益が増加したことから、実施したすべての対策が粗利益向上に繋がっ

た。水洗の徹底等と入念なドロマイト石灰乳塗布を実施した場合に最も粗利益が高かっ

た。敷料追加は OPG 減少効果をより高めるが対策費がかさむため、敷料追加しない方

が粗利益は高かった（図 10）。 

 
図 10 

 
6 まとめ 

OPG 減少効果のある対策は、入念なドロマイト石灰乳塗布及び敷料追加であった。水

洗の徹底、給餌器及びチックガードの消毒、前室の清掃消毒、オルソ剤踏込消毒槽の設

置、鶏舎専用衣服の着用、入念なドロマイト石灰乳塗布を行った場合に最も費用対効果

が高かった。OPG 減少効果のない対策も含め、実施したすべての対策が出荷成績及び粗

利益の向上に繋がった。 
対策をとおして、鶏舎専用衣服の着用や鶏の健康観察を強化する等、農場の衛生意識

も向上した。農場は効果を実感することでモチベーションを維持し、今後も対策を継続

しさらなる出荷成績及び利益の向上を目指す（図 11）。 

 
図 11 

 
 
 



19 
 

経営を圧迫せずに自己完結型で牛伝染性リンパ腫清浄化を達成した一事例 
中央家畜保健衛生所 ○髙山湧太 蛭田彩子 

 
１ はじめに 

牛伝染性リンパ腫（BL）は、牛伝染性リンパ腫ウイルス（BLV）の感染により

引き起こされる地方病型（EBL）と、ウイ

ルスが関与しない散発型（SBL）があり、

届出のほとんどは EBL である。BLV 感染

経路はアブやサシバエなどの吸血昆虫によ

る機械的伝播や注射器等の使い回しによる

水平伝播と、母牛からの垂直感染があり、

と畜場で発見された場合、全廃棄の対象と

なることから農家への経済的損失が大き

く、対策が求められている。県内では

BL の届出件数は年々増加している（図

1）なか、管内で新たに清浄化を達成し

た 1 農場の取組について紹介する。 
 
２ 概要 

当該農場は、黒毛和種繁殖雌牛 35 頭規模で、牛舎が 6 棟あり、家族 3 名で経営

している（図 2）。平成 30 年 9 月に食欲不振及び起立不能牛 1 頭の病性鑑定を実施

した。外貌で異常は認められず、病理解剖

で各リンパ節の腫大が認められ、リンパ節

から BLV 特異遺伝子が検出されたことか

ら、EBL と診断された。繁殖雌牛について

全頭検査を実施したところ、36 頭中 13 頭

が BLV 抗体陽性となり、農場陽性率は

36％であった。当時、牛舎増設予定があ

り、農家が BLV をまん延させたくないと

いう意思が強く、清浄化に意欲的であっ

たことから家保の指導のもと対策を開始

した。 
３ 対策 
（１）分離飼育 

抗体陽性牛 13 頭について、リアルタ

イムＰＣＲ検査を実施し、血中ウイルス

量の最も多かった高リスク牛 1 頭を含む

計 5 頭をと畜出荷し、死亡した 1 頭を除

く、30 頭の分離飼育を開始した。陽性

牛と陰性牛を可能な限り分離したが、

図 1 県内の BL 届出件数 

図 2 当該農場の牛舎配置 

図 3 分離飼育（H31～R2） 
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スペースに限りがあり、やむを得ず、堆

肥舎右横の牛舎で陽性牛 4 頭と陰性牛 3
頭をネットで区切り飼育した（図 3）。 

令和 2 年 3 月に新牛舎が完成したこ

とにより、陽性牛と陰性牛を完全に分離

した。新牛舎は陽性牛専用牛舎とし、堆

肥舎横は陰性子牛専用牛舎とした。ま

た、自宅脇の牛舎を導入牛専用牛舎と

し、導入牛を検査終了まで隔離した（図

4）。以降、定期的に全頭検査を実施し、

陽性牛、陰性牛を分離した。 
（２）吸血昆虫対策 

陽性牛及び陰性牛の牛舎全周に防虫

ネットを設置した。また、2 カ所にアブ

トラップを設置した（図 5）。 
 

（３）後継牛の完全人工哺育と抗体検査 
陽性繁殖雌牛から生まれた子牛を初

乳摂取前に母子分離し、人工哺乳を行っ

た。また、6 ヶ月齢以上の子牛に対して

抗体検査を実施し、抗体検査で陽性の場合、自家肥育を行い（図 6）、検査で陰

性の場合は陰性牛舎に子牛を移動して後継牛とした。陰性牛から生まれた子に

ついては母子分離せず、6 ヶ月齢以降に検査を実施し、後継牛とした（図 7）。
平成 31 年度から令和 6 年度までの検査で 25 頭を検査し、陽性牛 2 頭を摘発し

た。この 2 頭はどちらも陽性牛から生まれた個体だった。 

       
（４）導入牛の抗体検査 

県内市場と県外市場から成牛を導入し、導入牛専用牛舎に隔離してから着地

検査を実施した。平成 31 年度～令和 6 年 12 月にかけて導入牛 8 頭のうち陽性

牛 2 頭を摘発し、摘発した 2 頭は自家肥育せず、と畜出荷した。 

図 4 分離飼育（R2～） 

図 5 吸血昆虫対策 

防虫ネットはオレンジの線、アブトラップは緑

図 6 抗体検査陽性の場合 図 7 抗体検査陰性の場合 
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（５）自家肥育 
自家肥育を開始するにあたって、「以前

より飼料用米の給与による肥育に興味が

あり、取り入れたい」と相談があった。

当時、県内では飼料用米を利用した肥育

の試験が行われていたこともあり、当所

からその試験結果は配合飼料を用いた肥

育と遜色ないこと、自家肥育のコストを

抑制できるという情報を提供したとこ

ろ、飼料用米を利用した自家肥育法を導入

した。育成期～肥育期にかけて、飼料用米や精米後に残った米ぬか、乾草を利用

し、仕上げ期のみ配合飼料を給与した。結果として、配合飼料のみを給与する慣

行法に対して 1 日 1 頭あたりおよそ 250 円、令和 6 年までに陽性子牛 2 頭を肥育

し、約 25 万円のコストを削減できた。 
 
4 まとめと今後の展望 

陽性牛の出荷、淘汰を進めたことで陽性

頭数は年々下がり、R6 年 12 月の検査で全

頭陰性となり、対策開始から 6 年で清浄化

を達成した（図 9）。また、飼料用米を利用

した自家肥育により飼養コストを削減する

ことができた。 
今年度管内 6 農場で新たに BL 対策を開

始し、うち、4 農場では臨床獣医師のすすめ

で当所に相談があり、対策に至った。BL の

県内届出数は年々増加していることから、

臨床獣医師との連携が重要であることを再

認識し、今後も臨床獣医師との連携を強化

し、検査結果や対策方法の共有を行い、清

浄化に向けて農場毎の対策指導を継続する

（図 10）。現在、農業共済組合の獣医師と今

後の取り組みについて検討を行っている。 
 

図 8 飼料用米を用いた自家肥育 

図 9 農場陽性頭数の推移 

図 10 今後の展望 
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管内公共放牧場における牛伝染性リンパ腫対策の取組 

  

中央家畜保健衛生所 ○澤田剛志 稲葉俊祐 

1 はじめに 

  牛伝染性リンパ腫は主に牛伝染性リンパ腫ウイルス（以下 BLV）を原因とする疾病で

ある。と畜場で発見された場合は全部廃棄となり農家への経済的損失が大きいため、BLV
対策は重要である。 

  管内には公共放牧場が 2 牧野あり、肉用牛繁殖雌牛を中心に放牧されている。令和 3 年

度までは 2 牧野とも BLV 抗体陰性牛専用牧野として運用していたが、農家による陽性牛

放牧の要望を受けて、令和 4 年度と令和 5 年度は一方を陽性牛専用牧野（陽性牧野）、他

方を陰性牛専用牧野（陰性牧野）として運用していた（図 1）。 
  放牧における BLV 検査は福島県放牧衛生対策指針に基づき放牧予定牛衛生検査及び放

牧衛生検査時に行っている。放牧予定牛衛生検査は入牧前 3 週間以内の放牧予定牛を対

象に、放牧衛生検査は放牧牛を対象として毎月 1 回以上実施している。放牧予定牛衛生

検査時に陽性の場合は陰性牧野への入牧は不可とし、放牧衛生検査時に陽転が確認され

た場合、早期退牧を指導している（図 2）。令和 5 年度に管内の公共放牧場で BLV 陽転事

例があり、対策を実施したのでその概要を報告する。 

 

 
2 発生概要及び対応 

（1）発生概要 
令和 5 年度に陰性牧野で実施した放牧衛生検査では、5 月から 9 月までは全頭陰性

であったが、10 月の検査で 2 頭の陽転を確認した。当該牛 2 頭は共に同じ農場で飼養

されていた。 
当該牛を飼養していた農場は黒毛和種繁殖経営で、繁殖雌牛を 31 頭飼養している。

当該農場にはつなぎ牛舎の他にマス飼い牛舎がある。また、農場のすぐ隣に竹林や川が

あり、アブやサシバエが生息しやすい環境であったと推察された（図 3）。 

図 1 牧野の概要 図 2 放牧における BLV 検査（陰性牧野） 
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当該牛 2 頭は 9 月 13 日の放牧予定牛衛生検査で 2 頭とも陰性だったため、9 月 25
日に入牧したが、10 月 31 日の放牧衛生検査で陽転を確認した。当該牛は放牧前、マス

飼い牛舎で BLV 陽性牛と隣り合って飼養されていた（図 4）。BLV の感染から抗体上

昇まで 2 週間から 6 ヶ月かかるとされていることを踏まえると、当該牛は 2 頭とも農

場内で感染した可能性が高く、13 日時点では感染して間もなかったか、もしくは検査

から入牧の間に感染したと考えられたため、放牧予定牛衛生検査では検出できなかっ

たと推察された。 

  
 
（2）対応 
    陽転確認後、当該農家に対し当該牛の早期退牧を指導した。また、当該農家には陽転

確認以前から BLV 対策として分離飼育を指導していたが、陽性牛の隣で当該牛を飼養

していたことが今回の陽転の原因と推察されたことを踏まえ、当該牛を含めた分離飼

育の徹底を指導した。さらに後の調査で、当該農場では子牛を母牛につけて初乳を給与

していたことも判明したため、初乳製剤への変更も指導した（図 5）。 
     加えて、当該牛と同じ牧野で同一期間放牧されていた牛を対象に、感染牛摘発を目的

として追跡調査を実施した。令和 5 年 11 月の閉牧時に、5 戸 36 頭を対象に BLV 検査

を実施し、さらに、BLV 感染から抗体上昇までの期間を考慮して、令和 6 年 4 月に 4
戸 35 頭を対象に追跡調査を実施した結果、全頭陰性を確認した（図 6）。 

 

図 3 当該牛所有農場概要 図 4 陽転までの経過と原因 

図 5 当該農家への指導内容 図 6 追跡調査 
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3 対策 

毎年 3 月初旬に、放牧関係者が集まり放牧検討会を開催し、今後の放牧計画や放牧衛

生対策の方針等について協議している。令和 6 年 3 月に開催した検討会では、今回の陽

転事例を受けて今後の BLV 対策について協議し、令和 6 年度より、以下 3 項目の対策を

実施することを決定した。 

（1）牧野の運用変更 

     令和 4 年度と令和 5 年度は、2 牧野を陽

性牧野と陰性牧野に分け放牧していた。令

和 6 年度は農家からの陽性牛放牧の要望

も少なくなっていたことから、陰性農場の

牛への感染を防ぐため、農場内における陽

性牛の飼養の有無で使用牧野を決定する

運用に変更した。ここで便宜上 2 牧野の一

方をグレー牧野、他方をホワイト牧野とす

る。両牧野とも陰性牛専用牧野だが、農場

で BLV 陽性牛を飼養している場合はグレ

ー牧野に、飼養していない場合はホワイト

牧野に放牧するように運用を変更した（図

7）。 

（2）BLV 検査体制強化 

    令和 5 年度までは放牧予定牛と放牧牛を

BLV 検査の対象としていたが、令和 6 年度

からは、より早期に感染牛を摘発するため

に入牧牛も対象に追加した。さらに閉牧時

にも BLV の清浄性が維持されているか確

認するために検査を追加した。なお、放牧

期間中に退牧してしまう牛に関しても検査

対象としている（図 8）。 

（3）放牧場における吸血昆虫対策 
   令和 5 年度まで、放牧場ではマダニ対策 

 としてフルメトリン製剤を牛体に滴下して 

いたが、令和 6 年度からはそれに加えてペ 

ルメトリン製剤の牛体への噴霧を開始し 

た。ペルメトリン製剤はアブやサシバエと 

いった吸血昆虫やピロプラズマを媒介する 

マダニに有効で、吸血による牛へのストレス 

も軽減できると考えられたため使用を決定 

した（図 9）。 

 

 

図 7 牧野の運用変更 

図 8  BLV 検査体制強化 

図 9  放牧場における吸血昆虫対策 
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以上の対策を実施した結果、令和 6 年度は延べ 324 頭に BLV 検査を実施したが、陽転

事例は確認されず、放牧期間中、BLV 全頭陰性を維持できた（図 10）。 

 

 
4 まとめ 

  令和 6 年度は以下の 3 種類の対策を実施

した。まず牧野の運用を、陽性牛飼養の有無

で使用牧野を決定する運用に変更した。次

に、従来の検査に加えて、入牧牛に対しても

検査を行うと共に、閉牧時にも検査を追加

し検査体制を強化した。さらに放牧場の吸

血昆虫対策としてペルメトリン製剤の牛体

噴霧を開始した。これらの対策の結果、令和

6 年度の放牧衛生検査で BLV 全頭陰性が維

持できた。放牧場における衛生対策には、各

関係者の協力が不可欠である。県内の牛伝

染性リンパ腫届出頭数は増加傾向にあり、

BLV 対策への関心は高まっている。今後も関係者と協力して対策を継続していきたいと

考えている（図 11）。 

図 10 令和 6 年度放牧期間中の BLV 検査成績 

図 11 まとめ 
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大規模酪農場で継続発生している子牛下痢症への対応と考察 
 

県北家畜保健衛生所 ○田川麻衣、今井直人 
  
1 本症例及び農場の概要 

昨年 2 月に、管内大規模酪農場において、哺

乳子牛に下痢が多発。今回、その原因究明と下

痢発生予防のために行っている取り組みにつ

いて紹介する。当該農場はホルスタイン種約

630 頭を飼養する大規模酪農場で、1 か月に約

50 頭の分娩がある。哺育舎は 1 棟で、生後すぐ

から１週齢の子牛を飼養する個別ペンが並ぶ

区画と、生後 1 週齢から離乳するまでのおよそ

1 か月間飼養する哺乳ロボットの区画に仕切ら

れている。哺育方法は人工哺育で、生後すぐに

は初乳製剤を与え、2 回目は保存しているものがあれば搾乳した初乳、なければ初乳製

剤を給与している（図 1）。 
2 病性鑑定 

令和 6 年 2 月、診療獣医師より、令和 5 年 11
月頃から子牛の下痢が増加しており、現在、生

後 1 週間以内に子牛のほぼ全頭が下痢を発症

しているとの連絡を受け、下痢の原因究明のた

め、病性鑑定を実施した。下痢を呈する子牛 7
頭の糞便を用いて、各種検査を行い、抗原検出

キットにてクリプトスポリジウム（以下、Cr）
2 頭弱陽性、Cr 属特異遺伝子（PCR 法）にて 6
検体陽性となったことから、クリプトスポリジウム症と診断した（図 2）。 
3 一斉消毒及び衛生対策 

Cr 診断後に個別管理や消毒の徹底などの衛

生対策を指導したが、令和 6 年 4 月に現状を確

認したところ、病性鑑定以降も変わらず、生ま

れた子牛のほぼ全頭が下痢を発症していた。出

生頭数が常に多く推移しており、哺育舎の消毒

を十分に行えなかったが、5～6 月に分娩頭数

が一時的に減ることが判明。5 月より子牛を預

託し、哺育舎が空舎となった 5 月 16 日より、

13 日間かけて清掃・消毒を行った。牛舎内の塵埃除去後、動力噴霧器を用い

て水洗を行い、個別ペンを高温高圧洗浄機で洗浄後、消毒薬を散布。コンクリート床へ

は消毒薬の散布及び火炎消毒を実施。最後に床・壁・ペンにドロマイト石灰を塗布し、

Cr オーシストの封じ込めを行った（図 3）。 

図 1 

図 2 

図 3 

図 3 




